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～一緒に考えましょ 京の交通～ 
四条通における路線バスの走行環境改善に向けた取組について 

 
京都市では，これまでから市バスの定時性を確保するため，市内重要道路におけるバ

ス専用レーンの設置（昭和 49 年 12 月から市内総延長 91.2 キロメートル）や，違法駐車

等防止重点区域における違法駐車等防止指導員による啓発活動，府警との連携による違

法駐停車車両への啓発活動を行っており，平成 15 年度には，国の｢全国都市再生モデル

調査｣に採択された四条繁栄会商店街振興組合の調査と連携して取り組みました。 
都心部においては，バスの走行環境の改善が引き続き必要なことから，この度，府警

及び四条繁栄会商店街振興組合の協力を得て四条通における違法駐停車車両への啓発及

び路線バスの走行環境改善に向けた広報活動を下記のとおり行いますので，お知らせし

ます。 
記 

１ 取組内容 
（１）違法駐停車車両への啓発活動 
 啓発内容 バス停付近に駐停車しようとした車両へスペース確保のための呼びかけなど 
日  時 平成 17 年 2 月 27 日（日）正午から午後 6 時まで 
場  所 四条通（烏丸通～四条大橋西詰） 

（２）路線バスの走行環境改善に向けた広報活動 
 ア 市バス・地下鉄車内吊りポスター作成（B3 判フルカラー） 
   市バス：平成 17 年 2 月 1 日（火）から 2 月 26 日（土），全車両で掲載（計 750 部） 
   地下鉄：平成 17 年 2 月 1 日（火）から 2 月 26 日（土） 

烏丸線，東西線の全車両に掲載（計 324 部） 
イ 啓発物品の配布 

      2 月 27 日（日)に四条通（烏丸通～四条大橋西詰）で実施する啓発活動において配

布する。 
 
２ その他 

今回は，平成 17 年 2 月 16 日に地球温暖化防止のための国際的なルールである「京都

議定書」が発効するとともに，4 月には，温室効果ガス排出量 10％削減を目標とする「京

都市地球温暖化対策条例」が施行するため，併せて地球温暖化防止に向けた啓発も行い

ます。 
 
３ 問合せ先 

都市計画局都市企画部交通政策課（電話）０７５－２２２－３４８３ 




